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規制の事前評価書（要旨）

政策の名称 大規模地震等に対応した自衛消防力確保対策

担当部局 総務省消防庁予防課　　　　　　　　　　　　　　電話番号：　03-5253-7523　　　　　　　　　　　　　　e-mail：　k.arakawa@soumu.go.jp

評価実施時期 平成20年７月

規制の目的、内容及び必要
【目　 的】
　大規模地震等の発生の切迫性に対応し、大規模･高層の防火対象物について、防災管理者を選任し、防災に関する消防計画に基づき、日頃
活動を実施させる。また、防火対象物における消火活動、連絡通報、避難誘導、救出、救護等の応急活動を自衛消防組織に実施させるこ
震等の災害による被害を軽減する。
【内　 容】
　日常的に多数の者が出入りする大規模･高層の防火対象物における当該建築物の管理について権原を有する者に一定の資格を
及び防災に関する消防計画の作成を義務付ける。また、自衛消防業務の講習修了など一定の資格を有する統括管理者と一定以上の員数の自衛
ら構成される自衛消防組織の設置を義務付ける。
【必要性】
　大規模地震の切迫性、防火対象物の急速な高度利用の進展によるリスクの増大に対応するためには、現行制度のように事業者の自主努力に
なく、大規模地震時における全館避難や構造・設備の損壊等に係る応急対策、大規模・高層化に対応した応急活動上の組織編成等が全国的に
組みが必要と考えられる。特に多数の者が利用し、円滑な避難誘導が求められる一定の大規模・高層の建築物につ
共への責任の観点から、管理権原者の責務として、大規模地震等に対応した計画作成と、自衛消防力の確保を
る。

性等

法令の名称・関連条項とその内容 消防法施行令及び消防法施行規則

想定される代替案 特になし

規制の費用 費用の要素

（遵守費用） ア　設置費用（防災管理者講習受講料、自衛消防業務講習受講料等）：　４３,５００～４７,０００円程度
イ　維持費用（防災管理再講習受講料、自衛消防業務再講習受講料等）：　約４,７００円／年

（行政費用） 特になし

（その他の社会的費用） 特になし

規制の便益 便益の要素

【遵守便益】
　日頃からの防災管理者による、建築物内の家具・什器の固定の促進及び避難訓練の実施等により、大規模地震等災害の発生時に、家具・什
れによる逃げ遅れ等を防止できる。また、地震発生時には、日頃から訓練された自衛消防組織の的確な避難誘導、初期消火等初動対応により
居合わせた者も含め、円滑な避難が実現する。

【行政便益】
大規模地震等災害の発生時に、大規模事業所等において、防災管理体制・自衛消防組織がない場合と比較して、こ
が相当程度軽減されるとともに、これにより消防機関が中小規模事業所への災害救助活動等により注力できるようになるこ
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政策評価の結果
（費用と便益の関係の分析等

　近年大規模な地震発生の切迫性が指摘されており、大規模地震の発生時には消防機関による救助救援活動にも限界があるこ
建築物においては、災害時に多数の避難者が複雑な内部構造を持つ防火対象物内に発生すると予想されるこ
自衛消防組織の設置による自衛消防力の強化は必要不可欠である。

　また、国民の生命、身体及び財産を保護すること等をもって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資するこ
条）に鑑みれば、当該目的の達成のために大規模・高層の防火対象物の関係者が防災管理者による日頃からの防災管理を
等のために自衛消防組織を組織することは、社会上の責務と捉えることができる。

　規制の許容性についても、規制の対象となるのは、大規模・高層の建築物であるので、管理権原を有する者も上記の負担に耐えうる財務的
想定され、関係者に対する過度な負担となるとは考えられない。

　以上のことを総合的に勘案すると、求められる社会上の責務と被害の軽減という便益は、費用と比較してはるかに大きく
費用を負担することについては、十分な合理性があると考えられるため、今回の防災管理者及び自衛消防組織の設置の義務付けに係る規制の
ものであると考えられる。

）

有識者の見解その他関連事項 消防審議会（会長：吉井　博明　東京経済大学コミュニケーション学部教授）H19.2.7「大規模地震等に対応した自衛消防力の確保に

レビューを行う時期又は条件
消防法の一部を改正する法律（平成19年法律第93号）附則第３条に基づき、法律の施行後５年を経過した場合において、自衛消防組織及
制度について検討を加え、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。

備考
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